
処分庁　　大　阪　府

　処　分　等　の　理　由

　大阪市所在の建物の賃貸借契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があっ
た。
　法第46条第２項に規定する限度額を超えて報酬を受領した。
　このことは、法第46条第２項の規定に違反する。

処 分 の 種 類 指示処分

処 分 年 月 日 令和6年6月6日

商 号 又 は 名 称
（法人の場合は法人番号）

株式会社住まい流通
（法人番号　3120001225944 ）

代 表 者 合田　直生

免許証番号及び免許年月日 大阪府知事（１）第61638号　令和２年２月２７日

主た る事 務所 の所 在地 大阪市大正区


